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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
二
十
八
条
の
三
の
二

（
略
）

第
二
十
八
条
の
三
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
、

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
、

前
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
合
又

前
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
合
又

は
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
作
業
環
境
管
理
専
門
家
が
当
該
場
所
を
第

は
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
作
業
環
境
管
理
専
門
家
が
当
該
場
所
を
第

一
管
理
区
分
若
し
く
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
が
困
難
と
判
断
し
た
場

一
管
理
区
分
若
し
く
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
が
困
難
と
判
断
し
た
場

合
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
場
所
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
労

一

当
該
場
所
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
労

働
者
の
身
体
に
装
着
す
る
試
料
採
取
器
等
を
用
い
て
行
う
測
定
そ
の
他
の

働
者
の
身
体
に
装
着
す
る
試
料
採
取
器
等
を
用
い
て
行
う
測
定
そ
の
他
の

方
法
に
よ
る
測
定
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
八
条
の
三
の
四
に
お
い
て

方
法
に
よ
る
測
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定

「
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
有
機
溶
剤
の
濃

等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
有
機
溶
剤
の
濃
度
を
測
定
し
、
厚
生
労
働
大

度
を
測
定
し
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
に

臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
、
労
働
者
に
有
効
な

応
じ
て
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
（
当
該

呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
（
当
該
場
所
に
お
い
て
作
業
の
一
部

場
所
に
お
い
て
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て

を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸

は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
請
負

用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用

人
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知

保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。
）
。
た
だ
し

さ
せ
る
こ
と
。
）
。
た
だ
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
（
当
該
測
定
を

、
前
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
（
当
該
測
定
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
（
第

実
施
し
て
い
な
い
場
合
（
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
作
業
環
境
管
理

一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
作
業
環
境
管
理
専
門
家
が
当
該
場
所
を
第
一

専
門
家
が
当
該
場
所
を
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と

管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
が
困
難
と
判
断
し
た
場
合
に

が
困
難
と
判
断
し
た
場
合
に
限
る
。
）
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

限
る
。
）
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
）
を
個
人
サ
ン
プ
リ
ン

測
定
）
を
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
に
よ
り
実
施
し
た
場
合
は
、
当
該

グ
測
定
等
に
よ
り
実
施
し
た
場
合
は
、
当
該
測
定
を
も
つ
て
、
こ
の
号
に

測
定
を
も
つ
て
、
こ
の
号
に
お
け
る
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
と
す
る

お
け
る
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

５
～
７

（
略
）

５
～
７

（
略
）

第
二
十
八
条
の
三
の
四

事
業
者
は
、
第
二
十
八
条
の
三
の
二
第
四
項
第
一
号

（
新
設
）
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及
び
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
に
つ
い
て
は

、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
者
に
行
わ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

デ
ザ
イ
ン
及
び
サ
ン
プ
リ
ン
グ

作
業
環
境
測
定
法
（
昭
和
五
十
年
法

律
第
二
十
八
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
作
環
法
」
と
い
う
。
）
第
二

条
第
四
号
に
規
定
す
る
作
業
環
境
測
定
士
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
労
働
局

長
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
デ
ザ
イ
ン
及
び
サ
ン
プ
リ
ン
グ
に
関
す
る

講
習
を
修
了
し
た
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
者

二

サ
ン
プ
リ
ン
グ
（
前
号
の
サ
ン
プ
リ
ン
グ
の
う
ち
、
前
号
の
者
が
サ
ン

プ
リ
ン
グ
ご
と
に
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
に
限
る
。
）

前
号

の
者
又
は
都
道
府
県
労
働
局
長
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
サ
ン
プ
リ
ン

グ
に
関
す
る
講
習
を
修
了
し
た
者

三

分
析

個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
に
よ
り
測
定
し
よ
う
と
す
る
有
機

溶
剤
に
応
じ
た
試
料
採
取
及
び
分
析
に
必
要
な
機
器
及
び
設
備
を
保
有
す

る
者
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

作
環
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
第
一
種
作
業
環
境
測
定
士
（
ロ

に
お
い
て
「
第
一
種
作
業
環
境
測
定
士
」
と
い
う
。
）

ロ

作
環
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
作
業
環
境
測
定
機
関
（
当
該
機

関
に
所
属
す
る
第
一
種
作
業
環
境
測
定
士
が
分
析
を
行
う
場
合
に
限
る

。
）

ハ

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二

十
四
号
）
別
表
第
十
一
の
三
の
三
に
掲
げ
る
検
定
職
種
の
う
ち
、
化
学

分
析
に
係
る
一
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
（
当
該
者
が
所
属
す
る

事
業
場
で
採
取
さ
れ
た
試
料
の
分
析
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

２

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
講
習
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。


